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議 事 録

令和元年９月２６日開催
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神 山 町 農 業 委 員 会 議 事 録

令和元年９月２６日神山町農業委員会を

神山町役場すだち（２０１）において開催

・出席農業委員は次のとおり（１２人）

１番 相原 利章 ２番 佐々木 善兼 ３番 井上 善司

４番 森 三千子 ５番 武市 佐市 ６番 田中 一重

７番 河野 宏吉 ８番 森 昌槻 １０番 中西 隆子

１１番 加藤 宏行 １２番 竹本 公三 １３番 田中 久博

・欠席委員は次のとおり（１人）

９番 森本 孝夫

・出席農地利用最適化推進委員は次のとおり（４人）

広野地区 一宮 美行 阿川地区 瀬戸 日出夫

鬼籠野地区 河野 一弥 神領地区 新宅 由行

・欠席農地利用最適化推進委員は次のとおり（２人）

下分、左右内、上分地区 粟飯原充志

下分、左右内、上分地区 上田 一夫

・本会議に出席した職員は次のとおり

事務局長 相原 英夫 主査 阿部 公成 主任業務員 畠中 宏

１．開会

局長「定刻が参りましたので、農業委員会を開会していただきたいと思います。

本日は、９番森本委員さんより欠席の連絡がありましたので報告させていただきま

す。１３名中１２名の方に参加いただいており、定数に足しておりますので総会が

成立しておりますことをご報告いたします。農地利用最適化推進委員の粟飯原さん、

上田さんは欠席となっています。

また、 本日は後藤町長、大野副町長ともに公務のため、欠席との連絡がありま

したのでご報告させていただきます。

それでは、田中会長に挨拶をお願いいたします。」

（田中会長挨拶）
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局長「ありがとうございました。ここからは神山町農業委員会会議規則第５条によ

り、田中会長に議長を務めて頂き、以降の議事進行をお願いいたします。」

２．開会宣言

会長「それではただいまから、神山町農業委員会を開会いたします。」

（午後 １時３５分）

３．議事日程報告

議長「それでは本日の議事日程を報告いたします。本日の会議の議事日程はお配り

してある議事日程表のとおりでございます。」

日程第１ 議事録署名委員の指名について

日程第２ 議案第１４号 非農地証明願について

日程第３ 議案第１５号 農地法第３条の規定による許可申請について

日程第４ 議案第１６号 農地法第５条の規定による許可申請について

日程第５ 議案第１７号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に

よる農用地利用集積計画の決定について

日程第６ 議案第１８号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に

よる農用地利用集積計画（農地中間管理事業）の

決定について

議長「それでは只今より議事に入らせていただきます。」

４．議事録署名者指名

議長 「日程第１ 議事録署名委員の指名について、神山町農業委員会会議規則第１

８条により議事録署名者を指名いたします。４番森三千子委員さん、５番武市委員

さんにお願いいたします。なお、本日の会議書記には事務局職員の阿部主査を指名

いたします。」

５. 議案第１４号について

議長「日程第２ 議案第１４号非農地証明願いについてを議題とします。それでは、

事務局に議案の朗読をお願いいたします。」
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局長「議案書の３ページをお願いします。」

（議案朗読）

議長「それでは、事務局より受付番号４番について説明をお願いいたします。」

局長「説明をいたします。本件の申請者●●●●●さんの農地が山林となっている

４筆について、地目変更の相談があり、非農地証明願での申請となりました。

５ページから８ページに申請地の謄本を添付しております。内容は特に問題はあ

りません。

申請地の場所についてですが、９ページに位置図、１０ページから１２ページに

公図を添付しております。●●●の●●さん宅の西側、東側、南西側に位置してい

ます。

１３ページから１４ページには現況写真を添付しております。１５ページ１６ペ

ージには非農地化を裏付ける資料として昭和５１年９月２９日に撮影された航空写

真を添付しております。当時申請地が既に山林となっていることがわかりますので、

申請地が２０年以上非農地化していることが確認できます。

１７ページには始末書を添付しています。受付番号４番の説明は以上です。」

議長「ただいまの説明に関連して、担当委員の河野委員さんから、現地調査の結果

ならびに補足説明をお願いいたします。」

河野委員「 それでは説明させて頂きます。農地パトロールの時に合わせて事務局

の阿部さん、畠中さんと共に現地の確認してきました。もう植林してから相当年数

もたってるものと思われます。木も非常に大きくなっておりますし、周りも同じ年

数くらいの杉、写真で見て頂いたとおり同じような形で山林化していますので別段

問題無いかと思いますんでよろしくお願いします。 」

議長「ありがとうございました。続いて、受付番号５番について事務局より説明を

お願いいたします。」

局長「説明をいたします。本件の申請者●●●さんの農地が山林となっている１１

筆について、地目変更の相談があり、非農地証明願での申請となりました。

１８ページから２８ページに申請地の謄本を添付しております。内容は特に問題

はありません。

申請地の場所についてですが、２９ページに位置図、３０ページから３３ページ

に公図を添付しております。●●●●●の●さんの旧屋敷周辺に位置しています。
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３４ページには現況写真を添付しております。３５ページ３６ページには非農地

化を裏付ける資料として昭和６０年１月２１日以前に撮影された航空写真を添付し

ております。当時申請地が既に山林となっていることがわかりますので、申請地が

２０年以上非農地化していることが確認できます。

３７ページには始末書を添付しています。受付番号５番の説明は以上です。」

議長「ただいまの説明に関連して、担当委員の竹本委員さんから、現地調査の結果

ならびに補足説明をお願いいたします。」

竹本委員「 ●●ていうのは●●●にありまして、●●の土地は●●●さんて方が

おりまして、その南側に位置します。地番はそこに全て集中しています。昭和４０

年頃周囲が山林化したに伴い植林ということです。一部●さんの梅畑に日陰が生じ

ていますけれどそれも●さんに了解をもらっているとのことです。別に問題無いと

思います。よろしくご審議の方お願いします。 」

議長 「ありがとうございました。ただいま議案第１４号について説明、意見をい

ただきました。ご質疑ありませんか。」

（質疑なしの声）

議長「質疑ありませんので、議案第１４号は原案どおり決するに異議ありません

か。」

（異議なしの声）

議長「異議がないので、議案第１４号非農地証明願による許可申請について受付番

号４番５番は原案のとおり決しました。」

６. 議案第１５号について

議長「日程第３ 議案第１５号農地法第３条の規定による許可申請についてを議題

とします。事務局に議案の朗読をお願いいたします。」

局長「議案書の３８ページをお願いします。」

（議案朗読）
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議長「それでは、事務局より受付番号６番について説明をお願いいたします。」

局長「説明をいたします。本件の譲渡人の●●●●さんから譲受人の●●●●さん

へ畑３筆を売買する案件です。

３９ページから４１ページに申請地の謄本を添付しております。内容は特に問題

はありません。

申請地の場所についてですが、４２ページに位置図、４３ページに公図を添付し

ております。申請地は●●●●●で譲受人●●さん宅の西側に位置しています。４

４ページは現況写真を添付しております。

４５ページをご覧ください。譲受人●●さんの土地利用計画書を添付しておりま

すので、内容を説明させて頂きます。世帯員は●人で、●人で農作業を従事する予

定です。経営面積は、畑●，●●●㎡で合計●，●●●㎡です。営農計画概要等に

ついてですが、主に梅、すだちを栽培しほとんどを販売しています。取得した農地

では梅を栽培し全量を販売します。以下の項目については記載のとおりでございま

す。

４６ページをご覧ください。●●さんの経営状況を農地法第３条の規定による許

可申請書の添付書類に基づき説明します。農地法第３条第２項関係の中の、全部効

率利用要件についてですが、自作地で、畑●●㎡、樹園地●，●●●㎡です。

４７ページをご覧ください。作付予定作物、作物別の面積についてですが、申請

地取得後は野菜、梅、すだちを記載の面積のとおり栽培する予定です。農機具の所

有状況は、耕耘機●台、トラック●台です。住所地から申請地までの通作距離は●．

●ｋｍです。

４８ページをご覧ください。農作業常時従事要件についてですが、世帯の年間従

事日数は本人●●●日、妻●●日、父●●●日であり、世帯等で耕作に必要な日数

●●●日を満たしておりますので問題はないと思われます。続いて、４８ページ中

段の下限面積要件についてですが、現在権利を有する農地の面積が●，●●●㎡で、

今回本件で取得する●●●㎡を併せて●，●●●㎡で神山町の下限面積１，０００

㎡を満たしています。以上により農地法第３条第２項各号には該当しないため、許

可要件のすべてを満たしていると考えます。

４９ページ５０ページには譲受人の●●さんの住民票を添付しております。

受付番号６番の説明は以上です。」

議長「ただいまの説明に関連して、担当委員の４番森三千子委員さんから、現地調

査の結果ならびに補足説明をお願いいたします。」

森三千子委員「 ●●●●さんから●●●●さんへの案件について補足説明いたし

ます。８月２８日農地パトロール時に事務局の阿部さん、畠中さん、田中委員さん、
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推進委員の一宮さんと●●●●さんの父親の●さんの案内の元現地確認をしてきま

した。約２０年ほど前までは、●●●●さんの母親が一人で野菜類を栽培していま

したが次第にできなくなり、息子さんの●●さんは●●歳、●●●で生活していま

すが、年と共に実家の管理が厳しくなり、実家が荒れたままでは心苦しく思い隣接

している●●●●さんなら●●歳でまだ若いし耕作して管理してくれるものと確信

して頼んできたそいうですのでどうぞよろしくお願いします。 」

議長「ありがとうございました。ただいま議案第１５号受付番号６番について説明、

意見をいただきました。ご質疑ありませんか。」

（質疑なしの声）

議長「質疑ありませんので、議案第１５号農地法第３条の規定による許可申請につ

いての受付番号６番は原案どおり決するに異議ありませんか。」

（異議なしの声）

議長「異議がないので、議案第１５号農地法第３条の規定による許可申請について

受付番号６番は原案のとおり決しました。」

７. 議案第１６号について

議長「日程第４ 議案第１６号農地法第５条の規定による許可申請についてを議題

とします。事務局に議案の朗読をお願いいたします。」

局長「議案書の５１ページをお願いします。」

（議案朗読）

議長「それでは、受付番号５番、６番について譲受人が同一で、併せて利用する土

地になりますので一括して事務局より説明をお願いいたします。」

局長「それでは、まず受付番号５番について説明をいたします。本件は譲渡人●●

●●●さん、譲受人●●●●●●●●●●●●●●さんで、田を工場に転用するも

のです。

５２ページをご覧下さい。申請地の謄本を添付しております。登記上の住所と現
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住所が異なるため、前住所が記載された住民票の写しを７６ページに添付していま

す。

５３ページ５４ページには位置図、５５ページに公図を添付しています。申請地

は●●●●●で、●●●●●●●●●の南側に位置しています。

５６ページから５８ページに現況写真、５９ページ６０ページに事業計画書を添

付しております。１の申請地の所在等については先に説明したとおりです。２の申

請地を選んだ理由は、現在の会社の道向かいであり、面積等も利便性がよいためで

す。３の転用計画の概要についてですが、鉄骨造平屋建 延床面積●●●㎡で造成を

行い現状より３０ｃｍほど盛土する予定です。製品検査工程を行う工場として使用

します。付近の農地のに被害を及ぼすことはありません。万一の場合は、申請人の

責任において対処します。４については特にありません。５のその他参考になる事

項についてですが、この地区においては、土地改良区及び水利組合等管理団地はあ

りません。

６１から６３ページに平面図、６４ページに建物平面図を添付しております。

６５ページに排水に関する申述書、６６ページ・６７ページは法人の履歴事項全

部証明書、６８ページから７２ページは法人の定款の写し、７３ページは●●●●

の残高証明書を添付しています。必要資金以上の資金を確保しており問題ありませ

ん。７４ページ・７５ページに併せて利用する土地の全部事項証明書を添付してい

ます。

受付番号５番の説明は以上です。

続きまして受付番号６番について説明をいたします。本件は譲渡人●●●●さん、

譲受人●●●●●●●●●●●●●●●●●●●さんで、田を駐車場及び通路に転

用するものです。

７４ページをご覧下さい。申請地の謄本を添付しております。内容は特に問題は

ありません。

７７ページ７８ページには位置図、７９ページに公図を添付しています。申請地

は●●●●●で、●●●●●●●●●の南側に位置しています。

８０ページから８２ページに現況写真、８３ページ８４ページに事業計画書を添

付しております。１の申請地の所在等については先に説明したとおりです。２の申

請地を選んだ理由は、現在の会社の道向かいであり、面積等も利便性がよいためで

す。３の転用計画の概要についてですが、現況の高さで整地します。付近の農地の

に被害を及ぼすことはありません。もし、被害等が生じた場合には申請人の責任に

おいて対処します。

８５ページから８７ページに平面図を添付しております。

８８ページに排水に関する申述書、８９ページ・９０ページは法人の履歴事項全

部証明書、９１ページから９５ページは法人の定款の写し、９６ページは●●●●

の残高証明書を添付しています。必要資金以上の資金を確保しており問題ありませ

ん。９７ページ・９８ページに併せて利用する土地の全部事項証明書、９９ページ
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には始末書を添付しています。

受付番号６番の説明は以上です。」

議長「ただいまの説明に関連して、担当委員の１１番加藤委員さんから、現地調査

の結果ならびに補足説明をお願いいたします。」

加藤委員「 ●●●●●に隣接している土地で、向きとしては山から北側に位置し

ていて、その建物が建った側から日陰になる部分が道路になるため影響は少ないと

思われます。隣接しているところにも農地はなく、ちょっと離れた水路を隔てて向

かいにありますが影響は少ないと思っております。どうぞよろしくお願いします。

」

議長 「ありがとうございました。ただいま議案第１６号について説明、意見をい

ただきました。ご質疑ありませんか。」

（質疑なしの声）

議長「質疑ありませんので、議案第１６号は原案どおり決するに異議ありません

か。」

（異議なしの声）

議長「異議がないので、議案第１６号農地法第５条の規定による許可申請について

の受付番号５番６番は原案のとおり許可相当とし、県知事に意見書を送付いたしま

す。」

８．議案第１７号について

議長「日程第５ 議案第１７号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定によ

る農用地利用集積計画の決定についてを議題とします。それでは、事務局に議案の

朗読、説明をお願いいたします。」

局長「議案書１００ページをお願いします。（議案内容を朗読）

議案書の１０１ページをお願いします。

（内容について朗読）

新規案件についてのみ、補足説明をさせて頂きます。
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番号１６について説明をいたします。借人の●●●●さんの世帯の構成員は●名

で●名で農業に従事しています。１０年間利用権設定していましたが８月で期間終

了したため、再度新規案件として申請しています。

番号１７・１８について説明をいたします。借人の●●●●さんの世帯の構成員

は●名で●名で農業に従事しています。年間の農業従事日数は●●●日です。農機

具の所有状況は草刈機●台、動噴●台です。

番号１９について説明をいたします。借人の●●●●さんの世帯の構成員は●名

で●名で農業に従事います。年間の農業従事日数は●●●日です。農機具はこれか

ら準備する予定です。

番号２０について説明をいたします。借人の●●●●さんの世帯の構成員は●名

で●名で農業に従事しています。年間の農業従事日数は●●●日です。農機具の所

有状況はトラクター●台、コンバイン●台、バインダー●台、田植機●台、ハーベ

スター●台、管理機●台です。

番号２１について説明をいたします。借人の●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●さんの構成員は●名で農業に従事しています。年間の農業従事日数

は●●●日です。農機具の所有状況はトラクター●台、軽トラック●台、管理機●

台です。

番号２２について説明をいたします。借人の●●●●さんの世帯の構成員は●名

で●名で農業に従事しています。年間の農業従事日数は●●●日です。農機具の所

有状況はトラクター●台、動噴●台、運搬車●台です。

説明は以上です。

議長

「議案第１７号について、ご質疑ありませんか。」

（質疑なしの声）

議長

「質疑ありませんので、議案第１７号の番号については原案どおり決するに異議あ

りませんか。」

（異議なしの声）

議長「質疑がないようでありますので、議案第１７号について原案どおり決するに

異議ありませんか。」



- 10 -

（異議なしの声）

議長「異議がないので議案第１７号の農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規

定による農用地利用集積計画は原案どおり決定し、町長に答申することに決しまし

た。」

９．議案第１８号について

議長「日程第６ 議案第１８号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による

農用地利用集積計画（農地中間管理事業）の決定についてを議題といたします。

それでは、事務局長に議案の朗読、説明をお願いいたします。」

局長「議案書１０６ページをお願いします。

（内容について朗読）

次に議案書の１０７ページお願いします。」

（議案朗読）

議長「ただいま議案第１８号について事務局に説明いただきました。議案第１１号

について、ご質疑ありませんか。」

（質疑なしの声）

議長「質疑ありませんので、議案第１８号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項

の規定による農用地利用集積計画（農地中間管理事業）の決定については、原案ど

おり決するに異議ありませんか。」

（異議なしの声）

議長「異議がないので、議案第１８号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規

定による農用地利用集積計画（農地中間管理事業）は原案どおり決定し、町長に答

申することに決しました。」
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会長 ｢以上をもちまして、本日の議題を全部終了いたしましたので閉会いたしま

す。」

（閉会時刻 午後２時１５分）
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この議事録は、事務局長をして調整せしめたもので、会議の内容に相違なきことを

証するため署名する。

神山町農業委員会

会 長

４番委員

５番委員


